
大規模地震災害時の対応

高富小学校
平日（児童登下校・在校時）
地域対策本部

設 置

○ 校内地震対策本部設置

(校長・教頭・教務・生徒指

導・保健主事・校務)

･情報収集・市教委との連絡相談

○ 職員打ち合わせ

地震防災対策強化地域

判定会 招集

約 2時間

前兆となる異変

○ 通常の登校･授業

○ 情報に応じ教師

の指示で行動

● 児童の下校指導

・ 子ども会緊急連絡網を通

じての保護者連絡

・ 各班の集合場所への引率

・ 各地域の安全確認

● 残留者の確認･保護

教 職 員 児 童
児 童

● 帰宅もしくは学校残

留

登下校時‥自宅･学校の近い

方へ避難

在校時 ‥引率下校・状況に

よっては残留
● 職員役割分担確認･発生時に備えての準備

◉ 本部長（校長）‥市教委連絡･相談

◉ 本部（教頭･教務･事務）‥情報収集・連絡・発信

関係機関情報連携（市役所総務課・消防署･警察署）保護者からの問い合わせ対応

◉ 避難誘導班（生徒指導他）‥児童の下校指導・安全確認・

地域の状況把握

◉ 消火・巡視斑（校務他）‥火元確認・初期消火・校内の危険箇所確認

◉ 救護班（保健主事･養教他）‥救護体制の確立・応急医薬品の準備

◉ 搬出班（事務他）‥非常持ち出し品の準備･管理

◉ 避難所設営班（校務他‥テント設営・駐車場準備･体育館の状況確認
警戒宣言発令
● 安全な場所

への避難

自宅もしくは

近隣の避難所

(高富小学校)
● 被災状況の把握（校務他）

● 児童の安否確認（生徒指導･教務他）

● 市教委との連絡・相談（校長・教頭）

● 関係諸機関との連携（教頭）

＊ 必要に応じ避難所の開設

① 本部設営 ② 避難所の割り当て･名簿作

成･トイレ、水飲み場の管理･清掃計画 ③ 炊

き出し準備、救援食品の配給･管理 ④ 健康

管理･衛生管理･応急処置･医療機関への連絡

⑤ 相談窓口設営 ⑥ 救援物資受付管理

● 報道機関の対応（教頭）
内閣
県・市



警戒宣言解除

○ 被災状況の把握と今後の対応協議

① 登校時期の検討（対策本部）

② 児童･保護者への連絡(生徒指導・教務)

③ 状況によって避難所の閉鎖

○ 学校から

の連絡に

よって自

宅待機･登

校

通常の登校･授業

教 職 員 児 童

休日（児童在宅時・勤務時間外）

地震防災対策強化地域

判定会 招集

教 職 員 児 童

○ 第 1 次配備（校長･教頭･生徒

指導・校務）

○ 他職員は、自宅待機

○ 保護者の管理

下での自宅待

機もしくは、

地域対策本部

の指示による

避難

警戒宣言発令

○ 第 2 次配備（第 1 次配備＋教

務・保健主事）

○ 他職員は自宅待機

○ 第 3 次配備（全職員可能な限

り出勤）

以下、平日（児童登下校･在校時）に同じ


